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はじめに

I

例えば，書記官による保管金払渡指示を受けて会計課経理係において提出者に保管金を

還付する等，書記官事務と会計事務は相互に密接に関連しており，両者の連携の重要性は

常に意識されてきたところです。この連携強化を目的として，平成25年度に民事部・刑

事部の書記官と会計課・管理課の係長との間で意見交換会（計3回）を実施したところ，

書記官事務を行う上で必要となる会計事務に関する質問が多くありました。そこで，今年

度は，民事部・刑事部の書記官に対しアンケートを実施し，前記意見交換会での質疑応答

及びアンケート結果を踏まえて，以下の合同勉強会メンバーにおいて，書記官事務を行う

上で必要となる会計事務のうち誤りやすいのはどこか， どのように記載すれば分かりやす

いか等について勉強会を実施し，議論を重ねました。

民事部裏谷信子，棟尾 充，横道博司，吉村 幸

宮本光浩（オブザーバー）

刑事部河野明子，高屋友香

嶋田泰彦（オブザーバー）

会計課泉谷美津穗， 板脇隆能，尾澤 博，平井崇文，藤江隆雄

伴知寿子（オブザーバー）

管理課堤下哲也，出口高志，西本清志

本資料は，前記の合同勉強会の議論を踏まえ以下のメンバーが分担して執筆したもので

す。

伴知寿子，泉谷美津穗，藤江隆雄，板脇隆能

本資料を実際の事務処理で参照するに当たっては，文中に掲載している法令，通達等を

確認する等して，その目的や趣旨を正しく理解した上で事務処理を行うよう心がけてくだ

さい。

なお，本資料の解説部分は， 当庁会計課における取扱いや見解を示したものであり，高

裁管内全庁に共通する統一的な取扱いや確定的な見解を示すものではありません。

おって，本資料は，未だ完成していません。後進のためにより良い資料として成長させ

ていくためにも，本資料を御覧になった皆さんから，訂正や追加の要望等をいただけるこ

とを期待しております。

平成27年3月

大阪高裁裁判部と会計部門の合同勉強会
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改訂版に際して

今回の改訂は，平成27年8月に実施したアンケートにおいて裁判部，会計課及び管理

課から寄せられた提案及び要望等を基に，書記官事務を行う上で必要となる会計事務をよ

り分かりやすいものにするために，加筆修正しました。
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本資料の利用に当たっては，文中に掲載している法令，通達等を確認する等して，その

目的や趣旨を正しく理解した上で利用してください。

平成28年3月改訂メンバー

民事部渡邉晋作，川下尚晃，久安径子，濱田貴広，藤田明憲

刑事部万里川敦子，丸山剛，三村拓麻

会計課伴知寿子

（管理係）出口高志

（経理係）堤下哲也，光浪貴子，信谷真由美，山本富貴子，川原秀行

（用度係）宮本誠一，竹澤匡博，茅野剛司，木村優介，荻野岳

（監査係）平井崇文，坂口正幸

（保管物係）宇谷達成
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第4回改訂版について

今回の改訂は，平成31年2月に裁判部から寄せられた提案及び要望等を基に，前回改

訂からの法令及び通達改正に適合するように改正し，事務取扱に関する注意事項を加筆修

正しました。

改訂にあたり，本Q&Aの位置づけを改訂メンバーで検討し，事務処理マニュアルとし

て取扱うのではなく｝事務の取扱に疑義が生じた場合の調べるツールの一つとして活用す

ることとし，実際の事務処理に当たっては，必ず法令，通達等の根拠を確認することとし

ました。

また， この改訂を機にこれまで以上に裁判部と会計課との間で連携を図り， より適正な

会計事務を行うよう心掛けてください。

令和2年3月改訂メンバー

民事部高野博之,遠山豊，尾崎ひとみ，溝内健太郎，中川智文

刑事部曽我真之，柴坂浩輔，丹野克亮

会計課竹本昌記，仕名野愼二，神野真理，内山裕介，尾澤博，北村嘉朗，前田和男

I

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

’

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

1
1

I

0

I

I

※本資料について，お気づきの点や要望等がありましたら，会計課管理係まで連絡して

ください。
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次目

(国庫負担） ・訴訟救助等関係】

裁判手続から発生する債権にはどのようなものがありますか。 ･ ･ ･P7

裁判の審理促進のため，国庫から支出（立替えではなく国庫負担）

できるものには， どのようなものがありますか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・P8

裁判手続から債権が発生した場合，会計課に知らせる時期はいつ

ですか。また，債権発生事由や債権額によって異なりますか。 ･ ･ ･ ･P9

速やかに債権発生通知を行わなかった場合どうなりますか。 ･ ･ ･ ･P10

支払（取立）決定の告知費用を国庫で立替えた場合に同決定がす

ぐに確定しないことが見込まれるときでも，①同決定により発生し

た債権と②告知費用に関する債権を1通の債権発生通知書に記載し

ても差し支えありませんか。 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ｡ ･ ･ ･ ･ ･P10

債権発生通知書を提出した以降に，書記官が会計課に連絡が必要

な場合はありますか。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ･ ･ ･ ･P12

国庫立替によって郵便物を発送する場合， どのように会計課に引

き継ぐのですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･ ･ ･' ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P13

郵券を払い出してもらう方法により郵送料を国庫立替する場合

（必要額に満たない予納郵券の予納がある場合や送付嘱託先からの

返送用郵券を同封する必要がある場合等）は, Q4-1とどこが異

なりますか。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・P14

国庫負担によって郵便物を発送する場合(Q1-2参照) , どの

ように会計課に引き継ぐのですか。 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P14

会計課において，発生した債権をどのように管理又は徴収してい

､るのですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･ ･P15

納入告知書を送付しても債務者が支払わない場合は， どうするの

ですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P16

訴訟救助付与決定により支払猶予された裁判費用について，裁判

部に任意納付があった場合の処理方法について教えてください。 ･ ･P17

迅速処理により国庫立替した郵送料等について，裁判部に任意納

付があった場合の処理方法について教えてください。 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P18

近年，会計検査院による実地検査において，裁判手続により発生

する債権の管理が重点的に検査されているようですが，不適切な事

務処理として， どのようなものがありますか。 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・P19

【国庫立替

Q1-1

Q1-2

Q2-1

Q2-2

Q2-3

Q3

Q4-1

Q4-2

Q4-3

Q5-1

Q5-2

Q6-1

Q6-2

Q7

3



【保管金関係】

Q8-1 歳入組入の手続きを教えてください（民事臨検旅費保釈保証金

没取決定） 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Q8-2 保証書をもって保釈保証金に代えた事件で没取決定（刑事訴訟法

P20

第96条2項）があった場合,保証金の取立てはどのように行うの

ですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

Q9-1 保管金の納付方法について教えてください。 ． ． ． ． ． ． ・ ・ ・

１
２
３

２
２
２

Ｐ
Ｐ
ＰQ9-2 保管金を納付させるにあたって，留意すべきことはありますか。

Q9-3 保管金事務処理システムで保管金提出書を作成する際に登録でき

ない外字がある場合は， どのように処理すれば良いですか。 ・ ・ ・

Q9－4 電子納付の方法で保管金を提出する場合の具体的な手続きについ

て教えてください。また，留意すべきことはありますか。 ・ ・ ・ ・

Q10 保管金の保管替えがあった場合に留意すべきことはありますか？

Q11-1 保管金の還付遅滞を防止するために，会計課ではどのような対策

P24

P24

･P26

が行われていますか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ．

Q11-2 その他に書記官各自で実践できる防止策はありますか。 ． ． ． ．

Q12 保管金還付の事務処理時等に入力する期満失効起算年月日とは何

ですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

Q13 期満失効を防ぐために， どのような対策が考えられますか。 ． ．

Q14 事前還付請求がある場合，会計課に対し払渡指示等を行った後，

どのくらいで還付金は提出者の口座に振り込まれますか6 ． ． ． ．

６
７

２
２
Ｐ
Ｐ

８
９

２
２
Ｐ
Ｐ

P30

【請求書・支給決定書等関係】

Q15 証人の旅費日当請求書について，証人が印鑑を持参しなかった場

合は， どう処理をしたらいいですか。また，証人が外国人の場合は

どう処理をしたらいいですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Q16 証人，通訳人及び鑑定人の旅費日当請求書に捨印は必ず必要です

P31

か。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Q17-1 証人，通訳人及び鑑定人の旅費はどのように算出すれば良いで

すか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ．

Q17-2証人，通訳人及び鑑定人がグリーン車やタクシー等を利用して

P32

P33

出頭した場合， これらの料金（実費）を支給できますか。 ･ ･ ･ ･ ･P33

Q17-3裁判官や書記官等の職員が証拠調べなど裁判の遂行上出張する場

合（民事臨検を含む）に， タクシーを利用できますか（特に官用車

を手配できない場合） 。また， タクシーの利用が認められる場合，

タクシーチケットを利用できますか。 ． ． ． 。 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ･ ･ ･P34
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秘匿決定がなされた場合や当事者や被害者等から秘匿を希望する

旨の申出があった場合の旅費請求書の取扱いを教えてください。 ･ ･P36

判決宣告期日に判決宣告を行わなかった（期日が空転した)場合，

通訳人が出頭していても日当を不支給として差し支えありませんか。 P37

通訳料や鑑定料等の支給額の決定において，消費税及び地方消費

税相当分を加算するのはどのような場合ですか。 ． ． ． 。 ･ ･ ･ ･P38

源泉徴収の対象となるのはどのようなものですか。 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P39

鑑定料や特別代理人の報酬等の支給決定の際に，書記官において

留意することはありますか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P40

どのような場合に個人番号（マイナンバー）の提出依頼をする必

要がありますか。また，個人番号（マイナンバー）の提出にあたっ

て留意すべきことはありますか。 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･P41

官報公告料，新聞広告料， インターネット掲載料及び起訴状概要

翻訳料の各請求書について，留意すべきことはありますか。 ･ ･ ･ ･P42

申立人への手数料還付金や証人（身柄拘束中の証人を含む。 ）へ

の旅費日当はどのように支払われるのですか。 ． ． ． ･ ･ ･ ･ ･ ･DP43

会計年度末（3月）に支給決定や手数料還付決定をする場合に，留意すべき

ことはありますか。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ・ ・ ・ ･ ･P44

Q17-4

Q18

Q19

Q20-1

Q20-2

Q20-3

Q21

Q22

Q23

【録音反訳】

Q24 録音反訳の完成通知提出期限が早すぎます。 もつと延ばすことは

できませんか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Q25 録音反訳完成通知の遅延を防ぐために， どのような取組みが行わ

れていますか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P46

P46

【その他】

Q26 事件関係室の備品が不足するので，他の事件関係室から備品を移

動させてもよいですか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民事保管物に関する手続きについて教えてください6 ． ・ ・ ・ ・

刑事補償や費用補償の決定をする場合に，留意すべきことはあり

ますか。 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく被拘束者に食事を用

意する必要が生じた場合，その費用はどのように支出することにな

りますか。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

８
９
４
４
Ｐ
ＰQ27

Q28

P50

Q29

P50
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訴訟救助等関係】へ）(目次【国庫立替（国庫負担〕

Q1-1

裁判手続から発生する債権にはどのようなものがありますか。ユ 、

A

裁判手続から発生し， 国の債権として管理するものは,次のものがありま

-す
ノO

①訴訟救助による国庫立替（民事訴訟法第83条1項）

支払決定（同法第84条）又は取立決定（同法第85条前段）により

発生し，納付が猶予された手数料（民事訴訟費用等に関する法律第3

条）や国庫立替した手数料以外の費用（同法第11条第1項）等

②迅速処理通達による国庫立替

裁判の審理促進のため，次の場合に通達等により国庫立替が認められ

ています。

a職権で証拠調べをする場合において，その証拠により証すべき事実

につき立証義務を負う当事者が証拠調べ費用を予納しないため，訴訟

の進行が著しく阻害されるときのその証拠調べの費用

b訴訟費用の予納を要する行為につき， 当事者が予納した額以上の費

用を要し，その不足額の納入を督促しても当事者がこれに応じない場

合において，やむを得ないときのその不足額

c 訴状，控訴状等の補正命令又は却下命令の告知費用について，予納

を督促しても当事者が応じないときのその告知費用

【注意】

国庫で立替支出した場合，債務者は現金又は収入印紙でしか納付できません（郵送料を
立替支出した場合でも郵便切手で納付することはできません。 ） 。債務者から，手元に郵
便切手が余っていたのに何ら連絡なく勝手に立替支出されたため，郵便切手で納められな
くなったと苦情が寄せられたことがありますので，裁判部において立替支出を判断する前
に，原則どおり当事者に費用の予納を求めてください。
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(目次【国庫立替（国庫負担） ･訴訟救助等関係 へ）

Q1-2

裁判の審理促進のため， 国庫から支出（立替えではなく国庫負担）でき

るものには， どのようなものがありますか。

A

裁判の審理促進のため，通達等により国庫から支出することが認められて

いるものは，主に次のものです。

①訴訟進行上の打合せ等のため，訴訟手続によらないで便宜当事者等を

呼び出す場合の通信費用

②費用の予納を督促する連絡費用

③事件を回付した旨の当事者への通知費用

【参考資料】

・昭和25年10月30日付け秘書課甲第334号長官代理通達「裁判手続の運用について」
・昭和25年12月1日付け経理民事第1号経理局長，民事局長通達「民事訴訟の迅速処理に
伴う経費の支出について」

・昭和34年8月4日付け経監第74号経理局長通知「民事訴訟における費用を国庫から支出ま
たは立替するについて」

・昭和25年12月1日付け経理，民事第1号経理局長，民事局長通達「民事訴訟の迅速処理に

伴う経費の支出について」

・昭和47年11月13日付け総三第70号総務局長回答「事件記録の送付費用等について」
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訴訟救助等関係】へ）（目次【国庫立替（国庫負担）

Q2-1

裁判手続から債権が発生した場合，

か。また，債権発生事由や債権額によ

Q2-1

裁判手続から債権が発生した場合，会計課に知らせる時期はいつです

か。また，債権発生事由や債権額によって時期は異なりますか。

､っです

A

会計課は，裁判部（書記官）からの債権発生通知によって当該債権がある

ことを初めて認識しますので，裁判手続から発生した債権については，発生

漏れなく，速やかに債権発生通知書を会計課経事由や債権額にかかわらず，

理係に提出してください（国の債権の管理等に関する法律（以下「債権管理

法」 という。 ）第12条） 。※1

債権発生通知書は，記載例（会計課ホームページ経理係参照）を基に必要

事項を記載し，支払決定又は取立決定をした場合には，その正本を添付して

ください。また，債務者の資力に関する情報も情報提供してください。※2

なお，共同訴訟人に訴訟費用を負担させる支払決定又は取立決定に基づき

債権発生通知書を作成する場合は，分割債務又は連帯債務のいずれであるか

を明確にしてください。

※1 訴訟救助及び迅速処理通達による国庫立替の債権発生時期等

迅速処理

国庫立替支出時

訴訟救助

支払（取立）決定時債権発生時期

支払（取立）決定時 国庫立替支出時

（取立決定の場合は決定時）

債権発生通知すべき

時期

国庫立替支出の事実裁判上の決定債権発生原因

※2債務者の資力に関する情報提供

高裁では事件終局により記録が原審に返還されることがほとんどであり，必要な

資料の収集に非常に時間を要することになるため，訴訟救助申立時における資料，

生活保護の受給証明等の情報を債権発生通知書の提出と併せて提供してください。

なお，同一債務者に対する債権総額が強制執行の費用に満たない以下の債権は不
要です。

①債務者の住所地が管轄内の場合は2200円未満

②債務者の住所地が管轄外の場合は3200円未満

（注）管轄＝原審の管轄が基準となる （高裁管轄ではない。 ） 。
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（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q2-2

速やかに債権発生通知を行わなかった場合どうなりますか。速やかに債権発生

A

1 前述のとおり，裁判部からの債権発生通知によって会計課において債権

管理事務を開始しますので，速やかな通知がなかった場合，適切に債権を

管理できないため，債権の徴収手続に支障が生じたり，消滅時効（5年）

にかかる可能性があります。

2 国の債権は，国の収入（歳入）につながるものとして，その管理は適正

に行われるべきであり （債権管理法第10条） ，仮に事務遅滞によって債

権の全部又は一部が時効により消滅した場合は， 国が得られるはずであっ

た歳入の分だけ国に損害が生じることになります。

訴訟救助等関係】へ）（目次【国庫立替（国庫負担）

Q2-3

支払（取立）決定の告知費用を国庫で立替えた場合に同決定がすぐに確

定しないことが見込まれるときでも，①同決定により発生した債権と②告

知費用に関する債権を1通の債権発生通知書に記載しても差し支えありま

せんか。

A

裁判部（書記官）においては，支払（取立）決定後，すぐに会計課経理係

に債権発生を通知し(Q2-1参照) ,会計課経理係においては， 同決定が

確定しているか否かにかかわらず，すぐ、に債務者に対して納入告知書を送付

する運用を行っています。

したがって，支払（取立）決定が不在で留置かれる等により速やかに告知

できない可能性が高い等の理由によりすぐ､に確定しないことが見込まれる場

合であっても，告知費用に関する債権と併せて1通の債権発生通知書に記載

し，通知して差し支えありません。

なお， これは大阪高裁における運用で，全裁判所で共通する統一的なもの

ではありません。

10



r－－qpI－－…ロー'一=一一一一一一－一一・ローーーロローーーーーーーーーーロロー･ローーロロロロﾛ■－－－－－＝一口一一一一一・口･■＝ﾛﾛﾛ､一・ﾛｰﾛﾛｰ･ローーーーーーローーーーーーーーー･ロー‐一一一一一一・ローーーーーーーローーーーー･■ー･ロローーロ■‐ロ
I 。 I

’

I

I

I

【参考資料】

・昭和48年1月10日付け総三第2号総務局長，経理局長通知「 「民事訴訟の迅速処理に伴う
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、

（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q3_

債権発生通知書を提出した以降，書記官が会計課に連絡が必要な場合は

ありますか。

A

会計課は，裁判部から債権発生通知書を受理すると， 当該通知書に記載さ

れた内容に基づいて，直ちに債権の取立てに動き始めます。債務者から納付

されない場合でも，定期的に督促を行いますので，次の事案が発生した場合

には，速やかに会計課経理係に情報提供してください。

なお，債権変更通知書（会計課ホームページ経理係参照）が必要な場合は，

情報提供のあった際に指示します。

①支払決定又は取立決定の更正決定があったとき。

②債務者から任意に納付があったとき。

③債権発生通知書に記載した債務者に関する情報及び同通知書に添付し

た債務者の資力に関する資料に変更があったとき。

※裁判所には， 国税，地方税のように強制力を伴う調査権限がないため，債務

者の所在や資産状況は，法務局，地方公共団体等に対し，債務者の住民票等の

提出を求めるしかなく，裁判部がら提供される情報が非常に重要になります。

④迅速処理を目的に郵送料を立替えた場合の当該送達又は支払（取立）

決定の告知が「あて所尋ねあたらず」により不奏功になったとき。

※納入告知書（請求書）は債権発生通知書に記載された住所等に送付するため，

当該住所宛の送付が「あて所尋ねあたらず」 として不奏功になることが事前に

判明していれば,住所調査の後で納入告知書（請求書）を送付することができ
ます。 ，

⑤送付嘱託又は調査嘱託の際に，嘱託先からの返送用郵券を国庫立替し

たところ， 当該郵券が（一部）使用されずに返送される等，債権発生通

知書に記載した債権額に変更が生じたとき。

⑥支払決定又は取立決定に対し特別抗告等の申立てがなされたとき。

⑦⑥で原決定が取り消され又は変更されたとき。

※原審より支払決定又は取立決定が即時抗告され，抗告審においてその決定を

変更した場合は， 原審の会計課が原決定に基づき債務者に対し督促することを
防ぐため，担当書記官から原審担当書記官に対し，速やかに決定を取り消し又

は変更した内容の情報提供を行うことが望ましいと言えます。
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･訴訟救助等関係】へ）(目次【国庫立替（国庫負担）

Q4-1

国庫立替によって郵便物を発送する場合， どのように会計課に引き継ぐﾞ

のですか。

き継ぐﾞ

A

1 訴訟救助により郵送料を国庫立替する場合

訴訟救助付与決定時に，会計課経理係に同決定の写しを交付してくださ

い（訴え提起手数料のみについて訴訟救助を付与した場合を除く。 ） 。

①会計課用度係に郵便物及び各部に備え付けの「負担額通知簿」 （別

紙1参照）を持参し，国庫立替による郵便物（後納郵便）の発送を依

頼します。

②その際同通知簿の「経理・用度係印」欄に用度係担当者から郵便物

の受領印をもらいます。

2迅速処理により郵送料を国庫立替する場合

①会計課経理係に，債権発生通知書（会計課ホームページ経理係参

照）を提出し，郵便物及び「負担額通知簿」 （別紙L参照）を提示し

ます。

※債権が少額で強制執行の費用に満たない場合(Q5-1の※2参照。迅速処
理による郵送料の国庫立替は，ほぼこのケースに該当します。 ）は，取立決定
をする必要はありません。

②その際同通知簿の「経理係印」欄に経理係担当者から債権発生通知

書の受領印をもらいます。

③続いて，会計課用度係に郵便物を持参し，国庫立替による郵便物（後

納郵便）の発送を依頼します。

※実際に必要な郵送料と①の債権発生通知書に記載した「債権金額」が異なっ
た場合は，債権金額の訂正等が必要となりますので，経理係に連絡してくださ
い、

④その際， 同通知簿の「経理・用度係印」欄に用度係担当者から郵便物

の受領印をもらいます。
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（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q4-2

郵券を払い出してもらう方法により郵送料を国庫立替する場合（必要額

に満たない予納郵券の予納がある場合や送付嘱託先からの返送用郵券を同

封する必要がある場合等）は, Q4-1とどこが異なりますか。

合（必要額

用郵券を同

○

A

1 会計課用度係に対する郵便物（後納郵便）の発送依頼及び負担額通知簿

に受領印をもらうこと (Q4-1の1①②又は2③④）に代えて， 同係に

備え付けの郵券切手供用補助簿に必要事項（宛先，使用目的及び使用額）

を記入して郵券を受領することになります。

また，払い出す郵券の種別に応じて，会計課用度係において在庫確認等

の準備が必要になりますので，事前に不足額と差出通数を用度係まで連絡

してください。

2迅速処理により郵送料を国庫立替する場合に，会計課経理係に対する債

権発生通知が必要になることはQ4-1(2①②） と同じです。

※国庫立替して同封した返送用郵券（の一部）が使用されずに戻ってきた場合，
立替額を変更する場合があります。当該郵券を会計課用度係に返還するとともに，
債権発生通知済みである場合は，会計課経理係に対し債権変更通知書を提出して
ください。

（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q4-3

国庫負担によって郵便物を発送する場合(Q1-2参照) , どのように

会計課に引き継ぐのですか。

うに

’

A

会計課用度係に郵便物及び各部に備え付けの事件関係送付簿を持参し，国

庫負担による郵便物（後納郵便）の発送を依頼します。その際， 同送付簿に

同係担当者から郵便物の受領印をもらいます。
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(目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q5-1

会計課において，発生した債権をどのように管理又は徴収しているので

すか。

ているので

I
A

1 債権の管理方法等については，別紙2 「債権管理事務の概要」を参照し

てください。

2債権の徴収については，債務者に対し，郵便で納入告知書（別紙a参

照）を送付します。※1

債務者は，送付された納入告知書に基づき， これに記載された納付場所

(銀行，郵便局， 当該債権を管理している裁判所の会計課の窓口等）で納付

します。

なお，納入告知書は，ペイジー(Pay-easy)にも対応しています。※2

※1 納入告知書の発送

会計課において債権発生通知書に記載された情報（債務者に関する情報，債権
情報等）を，官庁会計システム(ADAMsn)に登録することにより，代行機
関である財務省会計センターが，直接債務者あてに納入告知書を発送します。

※2ペイジー(Pay-easy)

税金や公共料金，各種料金などの支払いを，ペイジー対応のATMやインターネッ
トバンキングから支払うことができるサービスです。詳細については， 日本マル

チペイメントネットワーク協議会の運営サイト (http://www.pay-easy. jp)
を参照してください。
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(目次【国庫立替（国庫負担) ・訴訟救助等関係】へ）

Q5-2

納入告知書を送付しても債務者が支払わない場合は， どうするのです

か。

Q5-2

＊向ス生牟､聿
●

1,,t旦診△、
＝

牙

､プミ

A

履行期限の翌月及び翌々月に督促状を送付しますが，それでもなお債務者

が支払わない場合，定期的に督促を行うとともに，併せて次の事務を行いま

｢債権管理事務の概要」
－斗一

ヲ (別紙2 参照） 。

①債務者の資産状況の調査

強制履行の請求や履行延期の特約等を検討するため，事件記録に表れ

た資産状況の情報を収集し，債務者本人から資産状況の資料の提出を求

めたり，法務局に対し登記簿（債務者が法人であれば商業登記簿謄本，

自然人であれば不動産登記簿謄本）の提出を求めたりします。

②強制履行の請求

督促後相当期間を経過してもなお履行がない場合， 「担保権の実

行」 ， 「強制執行」又は「訴訟上の請求」のいずれかの措置を検討しま

す。

③履行延期特約

債務者への督促，資産状況の調査等の結果，債務者に履行期限延長を

認めるのが徴収上有利であると判断する場合（生活保護受給など）は，

履行延期の特約締結のため，債務者に申請を促します。

④時効中断の措置

債権が時効によって消滅するおそれがあるときは，債務者に対し，債

務の一部弁済や債務の承認を求めます。また，それらに応じない場合は，

訴訟上の請求により時効の中断を図ることを検討します。

※訴訟救助及び迅速処理による国庫立替の債権は公法上の債権であり， 5年の

消滅時効にかかり （会計法第30条) ,時効の援用を要しません（会計法第3

1条） 6

【参考資料】

・平成30年5月14日付け経監第557号経理局長通達「徴収停止及び履行延期の特約等の基準

について」
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（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

’Q6-1

訴訟救助付与決定により支払猶予された裁判費用について，裁判部に任

意納付があった場合の処理方法について教えてください。

Q6-1

訴訟救助付
÷今.もr脂Z L、ユかキー

判部に任

’
A

裁判部において，費用負担者（債務者）に対して任意納付の促しをしたと

ころ， これに応じて収入印紙による任意納付があった場合，次のとおり，処

理を行う必要があります。※1

1 手数料のみの救助決定の場合

（1） 支払（取立）決定前に任意納付があった場合

書記官が納付された収入印紙を消印し， 印紙納付書を記録に編てつす

る取扱いが可能です。

（2） 支払（取立）決定後に任意納付があった場合

支払（取立）決定により，既に国の債権として管理されているため，

収入印紙を消印せずに，会計課経理係に送付してください。費用負担者

が持参した場合は，同人を会計課経理係へ案内してください。

【注意】
支払（取立）決定後の収入印紙による納付は歳入徴収官宛となり，書記官に受

領権限はないため，収入印紙を消印することはできません。 この場合，会計課経理
係において，債権を調査の上，収入印紙を消印します。また，費用負担者から収入
印紙の受領に関する書面を求められたときは，納付済証を交付します。

2手数料以外の費用にも訴訟救助の付与があり，立替支出している場合※2

（1） 支払（取立）決定前に任意納付があった場合

手数料以外の費用が含まれているため， 1(1)の処理にはなじみません。

支払（取立）決定をした上で，収入印紙を消印せずに， 同決定正本，印

紙納付書及び債権発生通知書を会計課経理係に送付してください。費用

負担者が持参した場合は， 同人を会計課経理係へ案内してください。

(2) 支払（取立）決定後に任意納付があった場合

1(2)と同じ。

※1 費用負担者が収入印紙ではなく，現金を持参した場合は，上記のいずれの場合
であっても，会計課経理係に案内してください。ただし，支払（取立）決定前の
場合は，支払（取立）決定をし，同決定正本と債権発生通知書を作成の上，案内
してください（現金の持参だけでは処理ができません。 ） 。

郵便切手で納付することは丘ご童ま辻A全郵送料を立替支出した場合でも，※2
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（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q6-2

迅速処理により国庫立替した郵送料等について，裁判部に任意納付があ

った場合の処理方法について教えてください｡

任意納付があ

A

収入印紙により納付された場合は，消印せずに会計課経理係に送付してく

係へ案内さい。債務者が収入印紙又は現金を持参した場合は，会計課経理だ

してください 口

郵送料を立替支出した場合でも，郵便切手で納付することはできませ＆匡※

【参考資料等】

・平成29年6月29日付け最高裁経監第867号経理局長通達「債権管理及び歳入徴収事務の取
扱について」
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（目次【国庫立替（国庫負担） ・訴訟救助等関係】へ）

Q7

近年，会計検査院による実地検査において，裁判手続により発生する債

権の管理が重点的に検査されているようですが，不適切な事務処理とし

て， どのようなものがありますか。

｜生曹〆ローィゾーハ、、H弓

て， どのようなも

A

1 国の厳しい財政状況に鑑み，会計検査院は，国民目線で見た場合にどの

ように映るかという観点から，裁判部に関連する会計事務にも着目した実

地検査を実施するようになっています。

そのため，裁判所として， 対外的な説明が可能であるか常に自問しな

がら事務処理に当たる必要があり，書記官及び会計課職員が，費用回収が

未了のままとなっている事件がないか点検し，適切に事務処理を行うこと

が求められています。

2不適正な事務処理としては，次のようなものが考えられます。

①印紙の任意納付がないにもかかわらず，支払決定または取立決定がな

されていない（ただじ，高裁においては支払決定等をせず，受救助者に
任意納付の促しのみを行ったうえで原審へ記録を返還する例もありま

す。 ） 。

②債権が発生しているにもかかわらず，債権発生通知を行っていない。

③ Q6-1の1(1)の場合で，任意納付された印紙が未消印のままとな

っている。

④ Q6-1の1(2), 2又はQ6-2の場合で，任意納付された印紙が

会計課へ未引継のままとなっている。

⑤担当書記官が1人で事務処理をして，主任書記官等が訴訟救助事件の

費用回収の事務の処理状況を確認する態勢がとられていない。

3債権の管理以外に，鑑定料や通訳料の支給決定の基準や手続も検査され

ており，対外的な説明が裁判部に求められていますので， 日頃から法令に

基づいた事務処理を行い，説明できる状態にしておくことを意識してくだ

さい。
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〆

(目次【保管金関係】へ）

Q8-1

歳入組入の手続きを教えてください（民事臨検旅費，保釈保証金没取決

定） 。

Q8-1

歳入組入の手続きを教

定） 。

A

1 民事臨検旅費の場合

民事臨検旅費は，以下のとおりICカードを利用した場合と旅行命令で

旅行した場合と取扱いが異なります｡MINTASの■■はいずれの場
合も「大阪高等裁判所」 として払渡指示を行ってください。

なお，民事臨検旅費は，その旅費に相当する額が保管金として入金され

ていることが前提となりますので，旅行前に確認するなど入金漏れのない

ようにしてください。

(1) Icカードを利用した場合

民事臨検後，その履歴情報の写しとともに歳入組入通知を会計課経理

係に提出してください。

（2） 旅行命令で旅行した場合

旅費の支出後の事務処理となるため，各自でSEABISでの旅費精算を行

い，精算手続き後に会計課経理係から連絡しますので，速やかに歳入組

入通知のみ提出してください。

なお，旅費請求書に秘匿情報が含まれる場合の取扱いについては，庁

内ホームページの旅費関係を参照してください。

※民事臨検についてはこれまで会計課経理係で旅費の試算を行っていましたが，令
和元年11月1日以降裁判旅費についても旅費等システム(SEABIS)での旅行命
令が可能となったため，旅費の試算は不要となりました。各自でSEABISを利用し，

「旅費業務に閨する標準マニュアル」を基に「最も経済的な通常の経路及び方法」

を算出してください。

2保釈保証金没取決定の場合

歳入組入通知書と併せて没取決定謄本を会計課経理係に提出してくださ

い｡保管金事務処理ｼズﾃﾑの■■は｢大阪高等裁判所｣ とし, －
｜は｢払渡通知年月日の翌日」を入力してください。

なお，保管金没取決定に対して異議の申し立てがあった場合は，会計課

経理係まで連絡してください。

【参考資料等】

・旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0 2016年12月府省等申合せ

・旅費業務の取扱いに係るQ&A平成31年3月

･ ICカード等取扱要領
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(目次【保管金関係】へ）

Q8-2

保証書をもって保釈保証金に代えた事件で没

条2項）があった場合，保証金の取立てはどの

Q8-2

保証書をもって保釈保証金に代えた事件で没取決定（刑事訴訟法第96

条2項）があった場合，保証金の取立てはどのように行うのですか。

A

保証書をもって保釈保証金に代えた場合の保証金没取の裁判の執行は，刑

事訴訟法490条により検察官の命令によって執行することになります。

よって，書記官は，保証金没取の裁判が告知された場合，保証書を民事保

管物に準じて保管物主任官に送付しているときは，民事保管物の返還手続に

準じ，保管物主任官から保証書を受領した後，没取決定の謄本を添えて，保

証書を検察官に送付することになります。

【参考資料等】

・刑事実務（公判準備等）講義案

・保釈に関する書記官事務の実証的研究’

・昭和37年9月10日付け最高裁判所規程第3号「裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに

関する規程」第10条

・全国書協会報47号99頁「保釈保証書を民事保管物に準じて取扱う場合の具体的事務手続

について」

1
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(目次【保管金関係】へ）

Q9-1

保管金の納付方法について教えてください。

Q9-1

保管金の納付方法について教えてください。

A

保管金を納付する方法は，次の4つの方法があります。

①現金納付

保管金提出書に現金を添えて歳入歳出外現金出納官吏（担当部署は会

計課経理係。以下同じ）に提出する方法。

②日銀納付

保管金振込書を用いて歳入歳出外現金出納官吏の口座のある日本銀行

（大阪高裁の場合は日本銀行大阪支店）に振り込み，同行から交付され

た保管金領収証書に保管金提出書を添えて歳入歳出外現金出納官吏に提

出する方法。

③口座振込

振込依頼書（保管金受入手続添付書及び振込金（兼手数料）受取書と

の3枚複写）を用いて金融機関から大阪高裁名義の預金口座（振込依頼

書に印字されている預金口座）に振り込み，金融機関から交付された保

管金受入手続添付書に保管金提出書を添えて歳入歳出外現金出納官吏に

提出する方法。

④電子納付

インターネットバンキングや金融機関のペイジー対応ATM等から日

本銀行に振り込む方法により提出する方法(Q9-4参照） 。

※電子納付の特徴は，次のとおりです。

・原則， 24時間365日，いつでもどこからでも納付ができる。

・事前登録を行うと全国の裁判所で利用することができる。

・裁判所への保管金提出書の提出が不要となる。

・振込手数料がかからない。

KATMで休日 ・夜間に手続をずる場合，金融機関によってはATMの時間外
手数料がかかる場合がある。 ）

〔
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（目次【保管金関係】へ）

Q9-2

保管金を納付させるにあたって，留意すべきことはありますか。保管金

A

1 現金納付を行う場合，通常，釣銭を交付するための現金を手許に保管し

ていませんので，提出者に対し，提出金額の現金を持参するよう声をかけ

てください。

2裁判所が保管金を受け入れるタイミングは，次のとおり，納付方法によ

って異なります。②～④の方法については，提出者が振込手続をとっただ

けでは裁判所での受入れは完了していませんので，提出者にそれぞれ記載

のとおり必要な手続を行うよう促してください。

保釈保証金のように緊急を要する保管金については注意してくだ特に，

さい。

①現金納付

提出者が保管金提出書及び現金を歳入歳出外現金出納官吏に提出し，

歳入歳出外現金出納官吏においてこれを確認したとき。

②日銀納付

提出者が保管金提出書及び日本銀行から交付された保管金領収証書

を歳入歳出外現金出納官吏に提出し，歳入歳出外現金出納官吏におい

てこれを確認したとき。

③口座振込

提出者が保管金提出書及び振込を依頼した金融機関から交付された

受入手続添付書を歳入歳出外現金出納官吏に提出することに加え，歳

入歳出外現金出納官吏において歳入歳出外現金出納官吏の預金口座に

前記金融機関から入金があったことを確認したとき。

④電子納付

歳入歳出外現金出納官吏において提出者から電子納付があったこと

を確認したとき。

※電子納付を利用する事件で，電子納付後すぐに入金確認を行う必要がある

場合は，会計課経理係まで連絡ください（システム上入金確認ができない時
間帯があります（開庁日の午後8時以降及び閉庁日） 。 ） 。

3 期満失効を防ぐために，提出者に事前還付請求するように促してくださ

b, (Q12参照） 。
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4保釈保証金の時間外の納付について

保釈保証金の納付が，平日の午後5時を超えることが予想される場合に

は，歳入歳出外現金出納官吏が待機する必要があるため，事前に会計課経

理係まで連絡してください（午後8時以降は，保管金事務処理システムが

停止し，手作業での受入処理となります。 ） 。

(目次【保管金関係】へ）

Q9-3

保管金事務処理システムで保管金提出書を作成する際に登録できない外

字がある場合は， どのように処理すれば良いですか。

A

保管金事務処理システムは，外字の入力ができません。入力の際には，

外字に代えて常用漢字を入力してください。

〆

(目次【保管金関係】へ）

Q9-4

電子納付の方法で保管金を提出する場合の具体的な手続きについて教え

てください。また，留意すべきことはありますか。

手続きについて教え

A

1 電子納付とは，保管金の納付をインターネットバンキングや金融機関の

ペイジー対応ATM等から振り込む方法により行う保管金の提出方法です。

裁判所へ現金を持参することなく， 自宅のパソコンやペイジー対応ATM

等から保管金を提出することができます。 ，

2電子納付を利用する場合の手続は次のとおりです。

（1） 電子納付を希望する提出者は， 「電子納付利用者登録申請書」 （別紙

4－1参照）を会計課経理係に提出して利用者登録申請を行います。

※利用者登録申請は，訴訟が係属していない裁判所でも行うことができます。
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※登録が完了すると，会計課経理係から提出者に対し「電子納付利用登録票」
（別紙4－2参照）を交付します。

※電子納付利用者登録は，事件ごとに行う必要はありません。電子納付を希望す

る提出者が既に同登録を済ませている場合, (1)の手続は不要です。

(2) 書記官は, ｜ ｜を作成する際保管金事務処理ｼｽﾃﾑ又は
MINTAS上の| I画面に登録コード((1)の登録が完了
した提出者に付与されるもので， 「電子納付利用登録票」に記載されて

います。 ）を入力します。

(3)提出者は， インターネットバンキングやペイジー対応ATM等を利用

して保管金を振り込みます（振込には,■■保管金提出書に記載されて

いる納付番号，確認番号及び収納機関番号が必要になります。 ） 。

(4) 歳入歳出外現金出納官吏は，電子納付による入金があったことを確認

し，受入処理を行い，受領証書を提出者に郵送します。

なお，保釈保証金について電子納付があった場合には，事務処理上，

保釈許可決定の写しが必要となります。会計課経理係から担当部へ連絡

しますので，その写しを準備しておいてください。

※電子納付の場合は， その他の提出方法(Q9-1の1①～③） と異なり，提出

者が保管金提出書を出納官吏に提出する必要はありません。

3提出者は，裁判所の開庁日や開庁時間にかかわらずいつでも振込手続を

行うことができますが，裁判所が受け入れるまでにタイムラグが生じる場

合がありますので注意してください(Q9-2のA2参照） 。

【参考資料】
・昭和37年9月10日付け最高裁判所規程第3号「裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに
関する規程」

・平成17年3月31日付け総三第101号総務局長通達「保管金事務処理システムを利用した裁
判所の事件に関する保管金の取扱いについて」

・平成28年9月30日付け経監第1304号経理局長通達「保管金の預金口座による受入れ等に関
する事務の取扱いについて」

・平成29年3月31日付け経監第463号経理局長通達「保管金事務処理システムを利用した保
管金に関する事務処理の運用について」

・平成20年2月5日付け総三第23号総務局長通達「民事裁判事務支援システムを利用した事
務処理の運用について」
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(目次【保管金関係}|へ）

Q10

保管金の保管替えがあった場合に留意すべきことはありますか。

A

原審から保管金の保管替えがあった場合は，会計課経理係に対し，速やか

に高裁における事件番号等をメールで情報提供してください（ 「民事裁判事

務支援システム(MINTAS)運用ルール（平成31年3月改定） 」の3

の「(6)原審から保管替えがあった場合」参照） 。

会計課経理係では， この情報提供を基に保管替元庁からの保管金保管替通

知書日本銀行からの振替済通知書，事件担当部署作成の保管金受入通知書

が整えば，保管金と高裁における事件を関連付け，保管替えされた保管金を

受け入れることができるようになります。

【参考資料】

・民事裁判事務支援システム(MINTAS)運用ルール（平成31年3月改定）

（目次【保管金関係】へ）

Q11-1

保管金の還付遅滞を防止するために，会計課ではどのような対策が行わ

れていますか。

A

1 毎月1回,民事訟廷庶務係からMINTASから抽出された｜
■の送付を受け，会計課経理係において保管金事務処理システムとのデー
タ突合作業を行っています。

2年4回（4月， 7月， 10月及び1月） ，長期間変動のない以下の保管

金について，会計課経理係から裁判部に対して事件の進行状況等の確認を

行い，保管事由のない保管金が残存していないか確認しています。

・保釈保証金：保管金受入日から1年以上経過したもの。

・その他 ：保管金受入日から2年以上経過したもの。

【参考資料】

・平成23年10月3日付け大阪高等裁判所長期未済保管金確認事務実施要領
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(目次【保管金関係】へ）

’
2

に書記官各自で実践できる防止策はありますか。

2

に書記官各自で実践で

A

1 還付事由が生じたときに確実に還付手続をとるためには，担当事件につ

いて保管金の有無を正確に把握しておくことが前提になります。

そこで，例えば，異動期に各書記官が保管金残高一覧表を自ら出力して，

前任者から引き継いだ事件について保管金の有無を確認すること等が考え

られます。

2保管金残高一覧表の出力方法は次のとおりです。

①保管金事務処理システムを利用する場合

「’ ｜｣昌 關の｢｜
■■」をチェック
②MINTASを利用する場合

「’ 1→I |｣→｜ 齢
の｢’ ｜｣をﾁｪｯｸ
なお，保管金が納付（保管替え） されていても,MINTAS上の受

入処理であるi lの操作をしないと,MINTASにおける保
管金の管理が開始されません。保管替えのある事件は速やかに受入処理

を行うと共に， 「’ リ未了の事件がないか定期的に｢｜
■画面で確認してください。
おって，別紙7の「保管金」の項目 （特に承認処理もれ）にも注意し

てください。
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(目次【保管金関係】へ）

Q12

保管金還付の事務処理時等に入力する期満失効起算年月日とは何です

か。

A

1 期満失効とは，保管金の提出者が取得した保管金の払戻請求権は，保管

義務が解除された日の翌日 （※）を起算日として5年間行使しないと消滅

してしまい，保管金は国庫に帰属します（保管金規則第1条） 。

このように，期間の満了によって払戻請求権が失効することを「期満失

効」 と言います。
=＝＝＝＝

期満失効起算年月日の具体例 ′

保釈保証金還付の場合：収容日の翌日

刑執行指揮の翌日

執行猶予付き判決言渡しの翌日

予納金残金還付の場合：事件完結の日の翌日 （ただし，事件完結までの間に証人等

から旅費等の請求がなく，判決によらないで事件が完結し

た場合等の例外あり。 ）

※

期満失効起算年月日に関する留意事項

期満失効起算年月日は，会計課において期満失効により国庫帰属の手続

2

を行う際の調査資料となりますので， ず正確に記入してください。必
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(目次【保管金関係】へ）
二

Q13

期満失効を防ぐために， どのような対策が考えられますか。

A

次の対策を講じることにより，保管金の提出者が払戻請求を失念すること

による期満失効を防ぐことにつながります。

なお，会計課では，書記官から払渡指示等があるにもかかわらず提出者か

ら払戻請求がない場合は，適宜，提出者に対し払戻請求をするよう通知して

います。

1 保管金を予納する際，書記官において，事前還付請求の手続をするよう

提出者に促す。

※事前還付請求とは，保管金を提出する段階で，還付事由が生じた場合に振込の方
法で還付金の払渡しを受ける旨の請求を提出者から予め受けておくことができるも

のです。 これにより，払渡請求漏れがなくなり，還付金の滞留を防止できます。
【注意】

事前還付請求があっても書記官による払渡指示又は主任書記官による承認がない

と，会計課は保管金を還付することができません。還付事由ｶﾐ発生Lた場合は，速や
’ を行ってください。以下「払渡指示等」 という。かに払渡指示及びその承認（

2提出者の事前還付請求がない場合は,還付の連絡時に，書記官から 「速

やかに払戻請求を行うべきこと」 ， 「5年間請求しないときは払戻請求権

が消滅してしまうこと」を伝える。

【注意】

期満失効期間は，書記官から会計課に対する払渡指示等の有無にかかわらず，還付
事由の発生により進行します｡例えば，期満失効起算年月日から5年経過後に払渡指
示等を行った場合，既に当該保管金は国庫に帰属しており，還付することができませ
ん。
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（目次【保管金関係】へ）

Q14

事前還付請求がある場合，会計課に対し払渡指示等を行った後どのく

らいで還付金は提出者の口座に振り込まれますか。

A

書記官から会計課に対する払渡指示等があった後， 10日程度で提出者の

口座に振り込まれます。振込手続を執った時点で，会計課経理係から提出者

に対し，振込手続を執ったことを通知します。

なお，事前還付請求を利用して保管金を提出した後に，提出者において解

約，変更その他振込みに支障のある事由等の情報に接した場合には，速やか

に会計課経理係に連絡するよう指示してください。

おって，事前還付請求がない場合（保管金提出書の記載の不備により認め

られなかった場合を含む。 ）は，別途保管金提出者から保管金領収証書又は

還付金払渡請求書による請求を待って，還付することになります。

【参考資料】

・平成29年6月29日付け経理局長通達「保管金の還付手続に関する事務の取扱いについて」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q15

証人の旅費日当請求書について，証人が印鑑を持参しなかった場合は，

どう処理をしたらいいですか。

また，証人が外国人の場合はどう処理をしたらいいですか。

Q15

証人の旅費日当請求書

どう処理をしたらいいで

また，証人が外国人の

A

1 証人が旅費日当を請求する場合，原則として，請求書への押印が必要に

なります。ただし，証人が印鑑を持参しなかった場合は，証人に自署して

もらった上で，備考欄に書記官又は事務官がその旨を記載し，認印を押印

してください。

2証人が外国人の場合は，原則， 自署証明は不要です。

在日韓国人などは外国籍でありながら日本名のみ記載される場合も想定

されますので，外国人に関して自署証明があっても差し支えありません。

【参考資料】

・外国人ノ署名捺印及無資力証明二関スル法律1条1項
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(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q16

証人，通訳人及び鑑定人の旅費日当請求書に捨印は必ず必要ですか。

Q16

証人，通訳人及び鑑

A

請求書の記載事項について，支給決定後に会計課において捨印を利用して

訂正することは現在行っていません。よって，捨印は必ずしも必要ではあり

ません。

※かつての旅費日当請求書は,請求者が記入する部分が多かったことから，訂正が必

要になる場合に備えて捨印を徴しておく取扱いが一般的でした。 しかし， 同請求書の

様式が改定され，請求者が記入する部分は請求の意思表示に関する事項（住所，氏；

作成日付けなど支給決定を行う裁判体の確認事項）だけになったこともあり，会計課

において捨印を利用して訂正することは現在行っていません。

ただ，裁半|｣部において，請求者が記入した軽微な誤記を訂正させるために捨印を徴

しておきたいという場合もあると思われます。 この場合，捨印を徴するか（捨印によ

る訂正を認めるか）については支給決定をする裁判体の判断事項であると考えますの

で，その指示を仰いでください。

なお， これは， 当庁会計課における取扱いであり，全庁に共通する統一的な取扱い

ではありません（ 「はじめに」参照。 ） 。

氏名，

【参考資料】

・平成7年3月30日付け総三第28号総務局長，経理局長通達「過納手数料等の還付金の支払

及び旅費鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q17-1

証人，通訳人及び鑑定人の旅費はどのように算出すれば良いですか。いですか

’

A

民事訴訟費用等に関する法律第25条及び刑事訴訟費用等に関する法律第

9条により 「最も経済的な通常の経路及び方法」で計算することになってい

ます。

当該旅費については， 「証人等の旅費試算依頼」 （会計課ホームページ経

理係参照)を作成し，遅くとも証人等の出頭日の10日前までに会計課経理

係に提出してください。

なお，試算にあたっては，通訳人等で同経路となる場合にも，その都度，

試算依頼を行う必要がありますが， 同一事件で日が近接している場合は，個

別に会計課経理係に相談してください。

証人等が就業場所から出頭する場合について

旅費試算依頼： 「住所」欄には就業場所を， 「 （備考） 」欄には就業場所から出頭する
旨を記載してください。

旅費日当請求書： 「備考」欄に，就業場所及び就業場所からの出頭である旨を記載して
ください（ 「住所」欄には，請求者の住所を記載してください。 ） 。

※

支給決定書等関係】へ）(目次【請求書．

Q17-2

証人，通訳人及び鑑定人がグリーン車やタクシー等を利用して出頭した

場合， これらの料金（実費）を支給できますか。

Q17-2

証人，通

場合， これ

A

Q17-1に記載したとおり，証人等の旅費は「最も経済的な通常の経路

及び方法」により計算するので，原則として実費を支給することはできませ

ん。

ただし，例外的に次の場合は実費を支給することができます。いずれの場

合も，必要に応じて証人等に領収書等の資料の提出を求める （民事訴訟費用

等に関する規則9条，刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則

6条）等して，対外的に説明できるようにしてください。
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1 グリーン料金（特別車両料金）

裁判所が支給を相当と認めるもの（民事訴訟費用等に関する法律21条

2項，刑事訴訟費用等に関する法律3条2項）

なお， （医療観察事件における付添人弁護士の交通費を算定する場合の

参考としてですが， ）国家公務員等の旅費に関する法律に基づく旅費につ

いては，経験年数10年以上の弁護士等は， グリーン料金の支給対象とな

ります。

2 タクシー料金

天災その他やむを得ない事情により， 1キロメートルにつき37円以内

の路程賃では旅行の実費を支弁することができない場合（民事訴訟費用等

に関する規則6条2項，刑事の手続きにおける証人等に対する給付に関す

る規則2条2項）

※タクシーを利用した場合は， タクシーの領収書が必要となります。

3航空賃（民事訴訟費用等に関する法律21条2項，刑事訴訟費用等に関

する法律3条2項）

※航空機を利用した場合は，航空賃の領収書及び航空機の搭乗半券が必要となります。

【参考資料】

。 「国家公務員等の旅費に関する法律」 16条1項3号

・昭和61年9月12日付け経監第16号事務総長依命通達「内国旅行の旅費について」記の4

(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q17-3

裁判官や書記官等の職員が証拠調べなど裁判の遂行上出張する場合（民

事臨検を含む）に， タクシーを利用できますか（特に官用車を手配できな

い場合） 。

また， タクシーの利用が認められる場合， タクシーチケットを利用でき

ますか。

A

1 タクシー利用の可否

職員が出張する場合は国から旅費が支給されるところ，その旅費額は，

原則として「最も経済的な通常の経路及び方法｣により計算し，旅行命令
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権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合

のみ，現に利用した経路及び方法により計算することになります（旅費法

7条） 。

したがって，裁判の遂行上出張する場合，同旅行の旅行命令権者（訴訟

法上の裁判所，受命裁判官又は受託裁判官）が，例外的に公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情によりタクシーを使う必要があると認めて

タクシーを利用したときに限って，国から出張者にタクシー代が支給され

ることになります。

以上のとおり， タクシー代が支給されるのは例外的な場合であり，官用

車の予約が取れないことをもって直ちにタクシーを利用できることにはな

りませんので注意してください。タクシー代が旅費として支給されるか疑

義がある場合は，事前に会計課経理係にお問合せください。
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※過去にタクシー代が支給された事例

・保全した証拠が大量で強雨による棄損を防ぐために保全先から裁判所までの復路
についてタクシーを利用したもの。

2 タクシーチケット利用の可否

タクシーを利用する場合，①あらかじめ管理責任者（刑訟管理官又は総

務課長）に事前申請によりタクシーチケットの交付を受け， タクシー降車

時に代金の支払いに代えて同チケットを運転手に渡す方法，又は，②出張

者がタクシー代を一旦払い，出張後に旅費の支給を受ける方法があるとこ

ろ， 1で国から出張者に対するタクシー代の支給が認められる場合は，①

又は②いずれの方法によっても差し支えありません。

なお，①又は②いずれの方法によった場合でも，国から出張者に支給さ

れた旅費（①の方法による場合は，利用したチケット代を国がタクシー会

社に支払った分を含む。 ）のうち，裁判体が当事者に負担させると判断し

たもの（臨検旅費）については，事前に当事者が予納した保管金から歳入

に組入れることになります。
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【参考資料】

・平成14年3月29日付け最高裁判所事務総長依命通達「国家公務員等の旅費に関する法律第
4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について」
・平成29年3月21日付け最高裁判所事務総局経理局長通知「旅費業務の取扱いについて」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q17-4

秘匿決定がなされた場合や当事者や被害者等から秘匿を希望する旨の申

出があった場合の旅費請求書の取扱いを教えてください。

望する旨の申

A

刑事訴訟法第290条の2及び第290条の3に定める秘匿決定がなされ

た場合のほか， 当事者や被害者等から秘匿を希望する旨の申出があった場合

等裁判体において秘匿すべきであると判断した情報については，司法行政で

作成する書類であっても同様の取扱いを行います。

旅費請求書は，支出計算書の証拠書類として会計検査院に提出されるため，

庁内ホームページ「旅費関係」 9及び「秘匿決定等により証人旅費日当請求

書の住所欄等の記載が省略された場合の取扱いについて」のとおり取り扱っ

てください。

また，通常，旅費を支出した場合は，財務省会計センターから受取人に通

知するところですが， 当該事案の場合は,会計課経理係より国庫金振込通知

書を送付しますので，請求者本人に国庫金振込通知書の住所及び氏名欄を記

載させた上で，会計課経理係に引き継いでください。

【参考資料】 、

平成30年4月26日付け大阪高等裁判所「秘匿決定等により証人旅費日当請求書の住所欄等

の記載が省略された場合の取扱いについて」

旅費請求書に秘匿情報が含まれる場合の取扱I ､について
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(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q18

判決宣告期日に判決宣告を行わなかった（期日が空転した）場合，通訳

人が出頭していても日当を不支給として差し支えありませんか。

’

A

通訳人に支給すべき日当の額は，最高裁規則で定められた上限額の範囲内

で，最高裁通達で定める支給基準及び裁判官の申し合わせを参考に裁判体が

決定します。 よって，裁判体の決定に基づき支給することも不支給とするこ

とも考えられます。

ただし，上記決定については，出頭所要時間及び待機時間等を考慮して対

外的に説明がつくようにしておく必要があることに注意してください。

なお，通訳人等の日当は，裁判所に出頭することによる積極的な損失（弁

当代のような旅費以外の諸雑費）の弁償及び消極的な損失（逸失利益）の補

償の双方を一定の限度内で行うという性質を有するとされています。

【参考資料】

・刑事訴訟費用等に関する法律第4条

・刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則3条
・平成14年6月25日付け総一第194号事務総長通達「証人等の日当の支給基準について」
． 「民事訴訟費用等に関する法律・刑事訴訟費用等に関す~る法律の解説」 （ （財）法曹会
発行， 324頁）
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(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q19

通訳料や鑑定料等の支給額の決定におい

分を加算するのはどのような場合ですか。

Q19

通訳料や鑑定料等の支給額の決定において，消費税及び地方消費税相当

分を加算するのはどのような場合ですか。

目当

A

通訳料，鑑定料，特別代理人の報酬|等の支給額を決定するに当たっては，

出頭カードへの記載等を参考に，役務の提供者が事業者であり，事業として

行う行為であると認められる場合には，消費税及び地方消費税相当分を加算

することになります。

なお，以下の【参考資料】に掲載した通知には， 「支給決定書には，消費

税相当分を別途記載する必要はない。 」 と記載されていますが（同通知別紙

第2の3） ， これは，消費税相当分を別途内訳欄に記載することを禁止する

趣旨ではなく，事務処理の省力化の観点から同記載を必要的とするわけでは

ないとする趣旨ですので留意してください（別途内訳欄に記載した場合につ

いて, Q20-1のA2@(源泉徴収の対象となる金額について） もご覧く

ださい。 ） 。

【参考資料】
・平成元年3月28日付け民三第796号経理局長，民事局長刑事局長，家庭局長通知「消費

税法施行に伴う民事刑事，家事及び少年各事件における報酬等の取扱いについて」

・平成10年12月4日付け経理局監査課長事務連絡「保管金から支払われる報酬等に係る所得

税の源泉徴収の取扱いについて」

詔



(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q20-1

源泉徴収の対象となるのはどのようなものですか。

Q20-1

源泉徴収の対象と

A

裁判所は，源泉徴収義務者として，鑑定料や特別代理人の報酎}|等の支払を

する際に，所得税を徴収して国に納付する義務があります（所得税法第6

条） 。

1 源泉徴収の対象となるのは，主に次のものです。

①通訳料（手話通訳は除く。所得税法第204条1項1号）

②弁護士， 司法書士及び不動産鑑定士等の業務に関する報酬（同項2

号）

③通訳人等に対する旅費， 日当及び宿泊料（所得税法第204条1項各

号の報酎｜|に併せて支給するもの）

例えば，通訳事件においては，通訳料と併せて支給する通訳人の旅費，

日当も対象となります。また，先行期日において，先に別途支給決定し

ていた旅費日当についても，最終的に支給決定する通訳料に先行期日の

通訳料も含めている場合は，先行期日の旅費日当も対象となります。

2源泉徴収の対象となる金額は，原則として，鑑定料等として支払う金額

の総額（＝支給決定書中の「支給額」欄記載の金額）ですが，次のものは

対象外となります。

①謄写料

ただし，以下の【参考資料】に掲載した平成13年2月28日付け通

達に基づき，報酎}|等支給決定書の内訳欄に明記されているもの Ⅵ

②消費税及び地方消費税

ただし，報酬等支給決定書の内訳欄に報酎ﾄ|等の額と消費税の額が明確

に区分して記載されているもの。

【参考資料】

・平成10年12月4日付け経理局監査課長事務連絡「保管金から支払われる報酬等に係る所得
税の源泉徴収の取扱いについて」

・平成13年2月28日付け刑一第73号刑事局長,民事局長，家庭局長経理局長通達「国選弁
護人,‘国選付添人及び人身保護法による国選代理人に支給する報酬に係る所得税の源泉
徴収の取扱いについて」

・平成30年2月6日付け経理局監査課長事務連絡「鑑定人等の報酬等にかかる所得税の源泉
徴収事務と個人番号関係事務に関する留意事項について」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q20-2

鑑定料や特別代理人の報酬等の支給決定の際に，書記官において留意す

ることはありますか。

Q20-2

鑑定料や特別代理人の報酎

ることはありますか。

A

1 鑑定料等が源泉徴収の対象となるか否かの判断基準となる事項を請求書

の備考欄に記載してください。

なお，鑑定料等の報酬を法人に対して支払う場合は，源泉徴収する必要

がありません。 この場合は鑑定人等に対して，法人口座へ振り込み，源泉

徴収しない旨を記載した上申書の提出を依頼してください。

（例）

・ 不動産鑑定士による鑑定：所得税法第204条1項2号により源泉徴

収の対象となる。

→備考欄に「不動産鑑定士」 と記載する。

・ 医師又は大学教授による鑑定：同号により源泉徴収の対象とならない。

→備考欄に「医師」又は「大学教授」 と記載する。

・ 手話通訳者による通訳：国税庁発出の所得税基本通達204－6の表

6により源泉徴収の対象とならない。

→備考欄に「手話通訳」 と記載する。

2鑑定料等が源泉徴収の対象となる場合は，支給決定書の「支給額」欄記

載の金額と実際に支払われる金額は異なりますので，請求者に鑑定料等を

伝える場合には注意してください。

3鑑定料等は，会計課経理係に請求書が引き継がれてから， 2， 3週間

（場合によっては1ケ月）程度で請求者の口座に振り込まれます。振込手

続を執った時点で会計課経理係等（※）から請求者に対して，振込手続を

執ったことをお知らせする通知書を送付します。

なお，刑事部に対しては「支払済」 と記載した鑑定料等請求書写しを，

通常，請求者の口座に振り込まれる日に会計課経理係から担当部に送付し

ます。

※通知書の差出人： 報酬等が保管金から支払われる場合:会計課経理係

報酬|等が国庫から支払われる場合:財務省会計センター
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(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q20-3

どのような場合に個人番号（マイナンバー）の提出依頼をする必要があ

りますか。また，個人番号（マイナンバー）の提出にあたって留意すべき

ことはありますか。

ど（

りま‐

ことI

A

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）の施行に伴い，平成28年1月以降に報酎ﾄ|や謝

金の支給決定を行う通訳人等からは，源泉徴収票や支払調書の作成のため，

個人番号（以下｢マイナンバー」 という。 ）の提供を受ける必要があります。

マイナンバーの取扱は，厳格に定められていますので，提出を依頼する場

合は，必ず「 （参考）マイナンバーの提供依頼に当たって」 （会計課ホーム

ページ「マイナンバー」参照）によって，処理してください。

【参考資料】

・平成27年12月28日付け会計課事務連絡「会計部門における個人番号の取扱いについて」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q21

官報公告料，新聞広告料， インターネット掲載料及び起訴状概要翻訳料

の各請求書について，留意すべきことはありますか。
ノ

A

1 全ての請求書に必ず受付印を押印してください（※） 。官報公告料，新

聞広告料及びインターネット掲載料に係る請求書については，請求を受け

から30日以内に料金を支払うことた日 （＝裁判所に請求書が届いた日）

が契約で定められているため(起訴状概要翻訳料の支払期限については後

記2のとおり） ，受付印の押印は，支払期限の起算日を明確にする意味で

も重要です。

なお，万が一，支払期限を徒過した場合は，遅延利息が発生する可能性

があり （遅防法第8条） ， また，会計検査院に対し支払遅延報告書を提出

することになります（会計検査院普第975号） 。

※請求書は，本来検査合格後に送付されることになっていますが(Q24参照) ,誤
って検査合格前に送付された場合でも必ず受付印を押印してください。

2全ての請求書を速やかに会計課経理係に引き継いでください。特に起訴

状概要翻訳料については，契約上支払時期が定められていないため，誼丞

の日 （＝持参の場合は裁判所に持参した日，郵送の場合は発送した日）か

ら15日以内に支払う義務があり （遅防法第10条） ，支払期限が特に早

くなっているので注意してください。支払期限を徒過した場合については，

1に記載のとおりです。

3保管金から支払う請求書（官報公告料や新聞広告料及びインターネット

掲載料）については,MINTASの払渡指示等も忘れずに行ってくださ

い。会計課経理係では，請求書と払渡指示等の双方の確認ができなければ

支払事務ができません。

【法令等の略称】
・遅防法・ ・政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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(目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q22

申立人への手数料還付金や証人（身柄拘束中の証人を含む。 ）への旅費

日当はどのように支払われるのですか

Q

日

A

1 申立人から手数料還付請求書又は裁判部から支給決定された証人の確定

払請求書を受理してから，会計課において請求内容を審査の上， 申立人又

は証人が指定する本人の口座に振り込むよう財務省会計センターに依頼し，

財務省会計センターより振込手続きを行った旨，請求書記載の住所あてに

国庫金振込通知書が送付されます。

手数料還付については，会計課経理係から支払手続後に手数料還付請求

書の振込先をマスキングした写しを担当部に交付します。

2 1において， 申立人又は証人が銀行口座を有していない等やむを得ない

事情がある場合には，小切手又は現金による支払も可能です。

ただし，会計課では，通常，手許に現金を保管していませんb現金の準

備に1週間程度要するため，現金による支払を要することが判明した場合

は，速やかに①請求予定日と②支払予定金額を会計課経理係にお知らせく

ださい。現金の交付は会計課経理係（出納官吏）が行います。

3現金払いか否かにかかわらず，高額の支払の場合は最高裁判所へ予算上

申を行う必要がありますので，請求者に対して円滑な支払を行うため，次

に掲げる場合は，事前に会計課経理係に連絡してください。

（1） 指定弁護士手当・ ・ ・全件

（2） 通訳料，鑑定料，国選付添人報酬・ ・ ・ 10万円超

（3） 手数料還付金・ ・ ･ 30万円超

※年度末の支出見込額に関する調査回答(Q23のA2参照）に計上されたものにつ

いては，経理係で把握していますので，事前連絡は不要です。

【参考資料】

・平成7年3月30日付け総三第28号総務局長，経理局長通達「過納手数料等の還付金の支払

及び旅費鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」

・平成31年3月25日大阪高裁民事部主任書記官申合せ「過納手数料等の還付金支払後の請求
書について」
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（目次【請求書・支給決定書等関係】へ）

Q23

会計年度末（3月）に支給決定や手数料還付決定をする場合に，留意す

べきことはありますか。

A h

1 会計制度上，会計年度（4月1日～翌年3月31日）に属する支払は，

翌年度の4月30日までに支払う必要があります（以下「出納整理期限」

という。 ）ので，次の点に留意してください。

①支給決定の場合

3月に通訳料等の支給決定をした場合や3月に出頭した証人等の旅費

日当の請求があった場合（通訳料や鑑定料などは支給決定日，証人等の

旅費日当は旅行日が基準になります。 ） ， 当該年度内（出納整理期限を

含む。 ）に支払ができるよう，会計課経理係に請求書を引き継いでくだ

さい。

なお，保管金から支払う請求書については，上記のような制約はあり

ませんが，請求者に遅滞なく支払う必要がある点は同じですので，会計

年度末に限らず，速やかに会計課経理係に引き継いでください。

②手数料還付決定の場合

3月に手数料還付決定をした場合，①と同様の理由により，至急申立

人から会計課経理係に請求書が提出される必要があります。 申立人に対

し還付決定を告知する際は，速やかに請求するよう促してください。

ただし，請求書の提出が遅れてしまっても， 4月中であれば， 旧会計

年度の予算で支払うことが可能です（出納整理期間） 。 ．

なお， 申立人が還付金を請求するには，請求書及び還付決定正本の提

出が必要になるところ， 同正本の提出を失念したり，正本ではなく謄本

を提出する申立人が少なくありません。申立人に還付決定を告知する際

に，併せてその旨の注意を促してください。

2毎会計年度末に，会計課経理係から訟廷及び各部に対して，支給決定額

及び手数料還付決定額等の支出見込額に関する調査を実施しています。 こ

れは，請求者に速やかに支払うために，支出見込額を把握し，それに相当

する予算を予め確保するために行っているものです。調査回答に計上され

ていない予定外の支出は，個別に最高裁に上申して予算を確保する必要が
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あり，請求者への支払が遅延することもありますので，調査回答には正確

な見込額を計上してください。もし，同回答に計上した額が増えたり，計

上していなかった支払が生じる場合は，判明次第速やかに会計課経理係に

ご連絡ください。

Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ

１
１
１
０
０
０
１※調査の趣旨から，保管金から支払う支給決定額は調査対象ではありません。

I

【参考資料】

・平成7年3月30日付け総三第28号総務局長，経理局長通達

及び旅費，鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」

｢過納手数料等の還付金の支払
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１
１
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Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ＩI

１
１
０
１

I

II

I

I

１
０
０
１I

I

I

’

I

I

I

45
I

I

I

L､..､-.--..-..-....--....--‘-----..------------..--------------------------‘-----.---F-‘----....-..---....--..-....-..－．､-....-..-....-----------’--..------..---‘－－．．．．－．．．－．．－．．．．--..---.．‘････---.---.．‘-----..----..-----



（目次【録音反訳】へ）

Q24

録音反訳の完成通知提出期限が早すぎます。

せんか。

Q2

’ もっと延ばすことはできま式”幸ごゴー

A

録音反訳は，最高裁判所と受託業者との間で締結された録音反訳業務委託

契約に基づく履行であるところ（別紙5 「平成31年4月1日付け録音反訳

， 国の契約においては，履行確保の観点から，

その履行内容が求める水準に達していることが

業務委託契約書（抜粋） 」 ）

相手方が先に履行し，かつ，その履行内容が求める水準に達していることが

確認される（これを「検査」 という。同契約書第8条2項）まで，相手方は

代金を請求できません（別紙6参照） 。録音反訳においては，完成通知が

「検査」に該当しますが，相手方保護の観点から「検査」を先に延ばすこと

はできません。

また，同契約は，最高裁判所において全国の裁判所分を一括して契約して

いることから，個別に「検査」を延ばすことはできません。

(目次【録音反訳】へ）

Q25

録音反訳完成通知の遅延を防ぐために， どのような取組みが行われてい

ますか。

Q25

録音反訳完成通知

ますか。

A

検査に合格（完成通知を受領） しないと支払を受けられない契約相手方の

保護のために，完成通知の提出期限を遵守することが重要であることはQ2

4に記載したとおりです。万が一，完成通知が遅れた場合は，代金支払期限

が前倒しされ（前記契約書第14条） ，遅延日数によっては遅延損害金の賠

償義務が生じたり （同契約書第13条1項） ，会計検査院に対し支払遅延報

告書を提出することになります（会計検査院普第975号） 。

当庁では，検査を命じられた職員｡(検査職員）だけでなく，訟廷庶務係，

担当書記官及び主任書記官においても期限管理を行い，複数人で完成通知の

遅延，失念の防止に努めています。
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I

ただ，全国的には，同様の態勢を執っていても完成通知の失念や遅滞が定

期的に発生しています。最新の録音反訳業務委託契約書により完成通知期限

（特にゴールデンウイークや年末年始の前後）を正確に理解し，休廷直前の

繁忙期等には注意してください。

I

※録音反訳業務委託契約における当庁の検査職員は，民事部においては民事訟廷管理官，
I

刑事部においては刑事訟廷管理官です。

I

I
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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（目次【その他】へ）

Q26

事件関係室の備品が不足するので，他の事件関係室から備品を移動させ

てもよいですか。

ら備品を移動させ

A

備品については，法定帳簿（物品管理簿，物品出納簿）でその設置場所を

記録しています。やむを得ず，備品を移動させる場合には，会計課用度係ま

で連絡してください。

なお，使用後は，必ず，元の設置場所に戻してください。
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Q27

民事保管物に関する手続きについて教えてください。
１
０
１

Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
１
０
０
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

A

1MINTASを利用することができる場合

「民事裁判事務支援システム(MINTAS)運用ルール（平成31年

3月改定） 」の『7保管物事務』に掲載されていますので,参照してくだ

さい（操作手順は,MINTASオンラインヘルプ「保管物」の項に掲載

されています。 ） 。

I

１
０
１

I

I

2MINTASを利用することができない場合

刑事における保釈保証書などを民事保管物に準じて取り扱う場合,MI

NTASが利用できないことから，その手続は，末尾の【参考資料】に挙

げた講義案や規程等を参考に，民事保管物受払簿や仮出票を利用してくだ

さい。

なお，民事保管物の受入登録に当たっては，品目の特定や数量，損傷の

有無を十分に確認してください。

１
１
１

１
１
１Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
１
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ

I

I

’
I’

【参考資料】

・民事裁判事務支援システム(MINTAS)運用ルール（平成31年3月改定）

・刑事実務（公判準備等）講義案

・昭和37年9月10日付け最高裁判所規程第3号「裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに

関する規程」

・平成4年9月2日付け総三第31号事務総長通達「裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに

関する規程の運用について」
・平成7年3月29日付け経監第27号事務総長依命通達「裁判所会計事務規程等に規定する保

管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について」

・平成20年2月5日付け総三第23号総務局長通達「民事裁判事務支援システムを利用した事
務処理の運用について」

・平成24年7月27日付け総務局第三課長経理局監査課長事務連絡「民事保管物の適正な管理
について」

・全国書協会報47号99頁「保釈保証書を民事保管物に準じて取扱う場合の具体的事務手続
について」
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（目次【その他】へ）

Q28

刑事補償や費用補償の決定をする場合に，留意すべきことはあります

か。

A

刑事補償金及び費用補償金は， あらかじめ予算が配賦されておらず，

裁に対し，個別に上申して予算を確保する必要があります。決定時に，

が出た旨を会計課経理係にお知らせください。

最高

決定

（目次【その他】へ）

Q29

「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく被拘束者に食事を用意する

必要が生じた場合，その費用はどのように支出することになりますか。 I
A

「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく被拘束者に対する食事の費用

は国庫から支出できます。ただし，事案の性質上，突発的に調達の必要性が

生じる上， あらかじめ数量や食事の内容を定めることが困難であるため，事

前に契約を締結しておくことは困難です。 よって，以下の手順により，一旦

職員において立替支出し，後で清算することになります。

①担当部の職員において， 1食600円を目安（調達先が限定され，他に

選択肢がないなどの合理的理由があれば，超過しても差し支えない。 ）に

費用立替えの上，弁当等を購入する。

②立替金の請求書を作成し，領収書を添付して会計課経理係に送付する。

③後日，経理係から請求者の指定口座に振り込む方法により支払う。

※立替えによる支出は，事案の性質を勘案し，例外的に認められるものです。他の案件

に関して，安易に行わないようにしてください。

一

釦



（目次【全般】へ）

Q30

裁判部における

Q30

裁判 会計事務について， 誤りやすい点を教えてくだ さい。

A

大阪高裁管内における平成23年度以降の会計事務査察の結果等から伺わ

れる留意事項は，別紙7のとおりです。
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1‘二 知弾

③

’ 聖
謙
一(注)訴訟救助の決定があった事件についてはその旨を債権発生年月日欄に付記する。

年月日
主任書
記官印

事件番号 立替･猶予事項
予納義務者
受救助者

金額
経理･用度
係印

債権発生通知
経理
係印

牙9．4. 10

29．4. 10

④

③

〃CｼﾉI〃

〃(ﾈﾉ1234

（ ）

〃(ウ)〃0
29体ﾉI〃4

囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

大阪.花子

大坂花子

19,"0

口経理口用度

、、
手数料以外も含めて救助付与している場合，

費用負担者から任意納付された場合でも，

部で処理できない点に注意｡支払決定正本，

債権発生通知を作成し,経理係に引き継ぐ。

19,SO0

U涯埋U用度

任意納付

瀞救助
諦
雌
》

０
剛
Ｉ

１
１
１

２
２
２

１
１
１

■
●
●

９
９
９

２
２
２

⑳

29．410 ④
〃(ウ)〃0
29はﾉ1234

口控訴(抗告)手数料

Ⅷ送達費用(朔日呼出状 ） 大坂花子 1,0"

口経理油用度

④

訴訟救助

翼:諺:翌霊蕊←
29.12.1Z発生通知

* 司
③

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経瑳

29．8． 10 ④
〃(ウ)〃0
29はﾉI〃4

口控訴(抗告）

口送達費用（

団鑑定料支私

手数料

） 大阪花子 250,000

図経理口用度

③
③

※上の行は,鑑定料について救助決定があった事件の記載例である｡鑑定料請求書,付与決定の写しを経埋係に引き継き,事

件完結後,任意納付なく,高裁で支払決定のうえ債権発生通知をしたという前提で記載している。

|□

29.410 ③
〃(ウ)〃0
勿体ﾉ1234 ’

囮控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ） ’ 大阪花子
※この行は,高裁で支払決定をせずに原審に記録を引き継いだ事件の記載例である。

’ 19,500

訴訟鋤
一

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

29．9. 1 ⑳
〃倖ﾉ1234 口控訴(抗告)手数料

団送達費用(補正命令鮮本 ） 大阪花子 1,0"

口経理M用度

④
29．9．Z ③



(別紙第2）

(注)訴訟救助の決定があった事件についてはその旨を債権発生年月日欄に付記する。

年月日
主任書
記官印

事件番号 立替･猶予事項
予納義務者
受救助者

●

金額
経理･用度
係印

債権発生通知
経理
係印

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（

□

）

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

(） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（

□

）

口経理口用度

。

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（

□

）

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ 、 ）

□

口経理口用度

（ ） 口控訴(抗告)手数料

口送達費用（ ）

□

口経理口用度



債権管理事務の概要

＝裁判部における事務 会計課における事務

1訴訟救助による債権発生】
債権法15

会計法30

強
制

÷ →

な
し

債権法11

規則10債
権
発
生
通
知
※
２

／
、

債
権
消
滅
（
み
な
し
消
滅
・
時
効
消
滅
）

調
査
確
認

→

Ａ
…
・
・
・
債
権
内
容
の
確
認

身上一子
任

一
一群

－－－＞

付
な
し

※1立替費用が少額で,強制執行の費用に満たない場合(Q2－1の※2参照) ，取立
決定をする必要はありません。

※2支払決定又は取立決定がなされたときは,直ちに(決定告知前でも) ，債権発生通
知書に決定正本を添付して債権発生通知をする義務があります。

【迅速処理による債権発生】

止債
務
の

法令等の略称

･債権法･･国の債権の管理等に関する法律

･債権令…国の偵権の管理等に関する法律施行令

･規日11. . ･債権管理事務取扱規則

履
行
）

聖
謙
画

訴
訟
救
助
の

申
立

訴
訟
救
助

付
与
の
裁
判

支
払
猶
予

国
庫
立
替

支
払
決
定

取
立
決
定

訴
状
等
の
提
出

国
庫
立
替

費
用
等
の
不
足
額

に
つ
き
督
促

取
立
決
定
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算しズ、その額及び合叶額釜該当欄に記入1

値し､誕滞金額（既に納付した延滞金額がヨ
箔）が100円未満のときは‘利息が付さオ

00730

6月 9上」

反窩馨裁期
蔵人徴収'巨
迩慾周吹圭

翌年度05月1日以脾現年j覚賦入細入 上毘の合計観を霞収し乱した｡

●

頃
掘
田
脂
一
個
恩

0
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別紙3

表面

納付書

000-0000

○○県○○市○○1-1-1

○○○○ 殿

1－12345678－12－1234 12345678

◆電子納付(Pay-easy)がご利用できます◆

この納付害は､Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキング､ATM等を利用して納付することができます。

裏面

I(内容についてのお問い合わせは、 （連絡先)へご連絡下さい｡）

530－8521

大阪市北区西天満2－1－10
大阪高等裁判所 、
歳入徴収官

大阪高等裁判所事務局次長

（
連
絡
先
） ■■■

{還付先］ この郵便物を宛先不明等で還付する場合は、 （連絡先)の住所へ還付して下さい。

、

、



別紙4－1

大阪高等裁判所

歳入歳出外現金出納官吏殿

電子納付利用者登録申請書

保管金の提出に際し,電子納付を利用するため,以下のとおり登録を申請します。

この申請により付与される利用者登録コードを使用して保管金の電子納付を行った場合,当該

保管金について還付事由が発生したときは,以下の口座、振り込んでください。

成
住
氏

平 年
所
名

月 日

④

提出者情報

還付先情報

※電子納付とは,保管金をインターネットバンキング,モバイルバンキング及び電子納付対応のATMを用いて納付する
ことです。
事前に利用者登録をしないと保管金の提出に際し,電子納付を利用することは出来ません。
この申請により付与される利用者登録コードは,全ての裁判所において共通して利用でき,利用者登録コードを申立
書等に記載若しくは書記官室又は執行官室において口頭で告げることにより電子納付に対応した保管金提出書の交付
を受けることができます｡ただし,電子納付が可能な保管金の種目には制限がありますので,係書記官等に確認してくだ
さい。
この申請により付与される利用者登録ｺｰドに基づいて電子納付をすると,当該保管金について還付事由が発生した
場合に還付先情報欄記載の口座に振込払い請求があったものとして扱われます。
提出者情報に変更が生じた場合は,速やかに変更申請書を提出してください｡ただし,還付先情報については変更で
きませんので,登録の抹消及び新たな登録の申請を行ってください。
登録後,保管金の提出や払渡しが2年間行われない場合は,利用者登録コードが抹消されます。

氏名 （ 力ナ ）

氏 名

住 所

ー

T －

電 話 番 号

金融機関名 銀行･金庫･組合 店

預 金 種 別 普 通 ・ 当 座 。 別 段 ・ 通 知

口 座 番 号

口 座名義（カナ）

口 座 名 義

口座名義住所

ー

T 一

F A X番 号



別紙4－2

電子納付利用登録票

電子納付利用遜録票発行日 平成17年8月29日

以下のとおり，保管金納付における電子納榊I用の登録が完了しましたので，お知らせします。
坐画、O■～、全聖士向

己

､函〃_且牛蛙釦

。 民の祝日・休日及び年末年飴（12月29日から1月
後に必要な事務の取扱いが．翌開庁日の午前9時以降

付する方は,御注意ください。

謹瀞外では受理できませんので･納付前に'保管
。

;認涯 ；蕊I所に記

登録裁判所名 東京地方裁判所

取扱出納官吏名松田太郎

氏名（カナ）
ヤハ琴チアキ

氏名
八幡・千秋

住所

123-5678

東京都杉並区高円寺3－15－26

電話番号

登録。－ 隙 6000567

パスワード PABORSCD

.金融機関名
みずほ銀行丸之内叉店

凸 一

預金種別 韓吊西輔烏

口座番号 111ワリ,貧

口座名義（カナ）
ヤハタチアキ

口座名義
八砿千秋

口座名義住所

123-5678

東京都杉並区高円寺3－15－26
､ ｡

● ■

FAX番号

，
口
、
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駐意】こ卿嗜楜城31年4月1日から令和2年3月31日まで噸を対象とするものである。

賊榊】【斗窃臆31年4月1日付I

(校正)

第8条発儲I主本難の給付皖了を礦認することを目的として,受注識こ対する必要

な検査を行うため,…桓庁吋旨定す-る職員（以下、燭哉員という｡）をして，

フ本熱馴楚を行わせることができる。

2雫斫は受注者から反訳初槁の提出を受けた場合には速や6斗こ柾を行い

その結果を,反訳初稿を受領した日の翌日から起算して7日‘寺定日を除く。その末日

が休日に当たるときはその翌日以降の直近の開庁日）以内又は耐吊棚高を受領した日

から起算して10日(ただしその末日力端定日及び休日に当たるときはその翌日馴窪

の直近の開庁日）以内のい淵しか早↓旧までに受注者に通知する。

3…斫は前項の校正の結果反訳初稿の修正を要するときは受注者に対し

修正を求めることができる。

4受儲は…庁から前ユョこよる修正を求められた場合にはその修正を求め

られた日の翌日から起算して3日鰐定日を除く。その末日が休日に当たるときはそ

の翌日以降の直近の開庁日)以内に修正した-し修正稿及び修正後の反訳デｰﾀを記

録した外付け記録媒体を業務実施庁に提出しな｛うればならなしも．．。(以~F省略)・・ ・・

5…桓庁力垳うｲ餌高の校正に関しては2項の定めを準用する。この場合にお

いて， 「7日以内とあるのは「5日以内」と読み替えるものとする。

6…桓庁は相当と認めるときは受注者と卿_L前項の期間を毎縮し又

刷申長することができる。

(f"

第12条受賭は前条の通知を受けた廊尺書の請負代金について，当該月の1か月分を

く発注者に提出する。取りまとめ 翅琵誠書をi晴特

2発賭は前勲ﾌ封煽詞壱を難した日から起算じて30日似下駒創勵と

いう｡）以内に受儲吋碇す-る銀行口幽こ振り四二I方法により支払うものとする。

臓測こよる蝋

第13条発儲は約定期間内に代金岐払をしなかった場合には錨に対し,遅延

損害金を封述わなIｵ1ばならなし％

2・ ・ ・省略・ ・ ・

3前二J薊j職害金は第1]動場合において13刻劫握延した銘司こ対し,遅延

日数Iこ応じ卵謝勺の支抵誕坊止等に関する法律佃研ﾛ24年法律第256割第8

条第1]賊貝定に基づき財瀞<臣が決定す‐るi剛|尼の率(ただし,率間羽1.測務省告



示励毎行日による｡）鳴り合で；前動〕場合においてIゴ拙力漣延した周嗜の代金に

相当する金調こ対し遅延日魏こ応じ年5. Oパーセント鳴り合で;そｵ虎詠后+算した

額とする。ただし, ・ ・ ・似下省略) ・ ・ ・。 ‘

…

第14条1燭哉員が,その責めに帰すﾝ､ﾐき事由により第8条第2項又は第5項に定める

期間内に峨果を受儲に通知しなかった場合には検査をi誕したものとして，

そ卿間を魑邑した日から校圃吉果を届印した日までりう曰数（以下G糊間と

いう｡)を約糊間から差し引くものとする。この場合において,遅延潮間力辮]創

間の日数を超えるときは約定期間1ｺ満了したものとみなし縦はそ蝿える

日数に応じ前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に支払うものと

する。



｜ ｜→裁判部における事務
○→会計課における事務

録音反訳の完成通知について
～契約手続の流れから～

検
査
（
履
行
の
確
認
）

Ⅱ
完
成
通
知

録
音
反
訳
業
務

一一＞ －－＞－－＞ －＞

請
求
書
受
領

支
払
い

監
督

入
札

委
託
契
約
締
結 法第29条の11第1会昔 項

会計法第29条の11第2項

一
‐
Ｌ

小
‐
‐
‐
‐
‐
契
約
相
手
方
の
選
定

Ａ
‐
‐
‐
‐
‐
契
約
金
額
の
上
限
額

小
‐
‐
‐
‐
‐
履
行
の
確
保

I爪
‐
‐
‐
‐
‐
企
画

｢天蘓~雇預1 感蹴鬮
査
職
員
（
訟
廷
）
へ

正
結
果
を
報
告
す

○ 査
職
員
が
反
訳
業
者

完
成
通
知
を
す
る
。

当
書
記
官
が
反
訳
を

正
す
る
。

→-→

聖
覚
①

※録音反訳委託業務契約は,最高裁が全国の裁判所分を一括して契約しています(各庁で個別に契約しているわけではありません｡)。
※録音反訳委託業務契約に限らず,国(又は地方公共団体)と私人との間で締結する私法契約の手続の流れは,基本的に上記のようになります。

納
品
（
反
訳
初
槁
又
は
修
正
稿
の
提
出
）
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留意事項一覧

留意事項 補足等項目

郵送料等を国庫から支出した(立替ではなく国庫負担)場合に
債権発生通知をしていないか。

Q1－2参照債権発生通知

債権発生通知 訴訟救助付与の事案で，支払(取立)決定が未だなされていな
のに．債権発生通知をしていないか。

Q1－1参照

債権発生通知書に記載する債務者や債権金額を誤っていない
か。例えば，①後見人Aの解任審判書謄本(手続費用はAの負
担)の送達料を国庫で立て替えた場合の債権発生通知書に，並
行して進行していた②Bを後見人に選任する審判(手続費用は
被後見人の負担)と取り違えて債務者を被後見人と記載してい
ないか。

会計課では，債権発生通知書に記載された内容に基づいて債権取立を行っ
ている（Q3参照)。通知書に誤記があると誤った内容のまま取立を行って
しまうことになるので，通知書には正確に記載する必要がある。

債権発生通知

債権発生通知 訴訟救助により支払を猶予
払）決定により複数人（価
参照） ）に連帯して負担を
定書から連帯債務であるこ

払を猶予

数人（例
て負担を
であるこ

した裁判費用について，取立（支‘
えば共同訴訟人（民訴法65条1項
命じる場合，債権発生通知及び同決
とが明らかになっているか。

した

えば
命じ
とが

会計課では，裁判部（書記官）からの債権発生通知と同決定正本に基づヤ
て債権管理する （その他の事件記録を参照することは原則ない。 ） 。
よって， 同通知と決定正本上，連帯債務か分割債務か誤解なく明らかに
なっている必要がある (Q2-1参照） 。

振込依頼書等の事件番号瀝〕△14又埖貝音守Uノ季1 1.合万及び金額狸Lﾉ､立伺員は係書言1J.'b杙青同己官又じ日八 ま執行官が する し
保管金提出書，振込依頼書等（3枚複写)に事件番号や金額を正
確に記載しているか。

３
＝

保管金 Mよ汐tl」旨〃』同じ製ヲQ－c《L‐

なっている （平成28年9月30日付け経監第1304号経理局長通達記第2の

2） 。また，保管金提出書，振込依頼書等の一方に誤った金額を記載する
と，納付を指示した金額と振り込まれた金額に蠅齢が生じてしまうので注

意する。
登録を行わないと，保釈保証金の還付時に，関連する保釈保証金の存在に
気が付かずに，還付を一部もらしてしまう恐れがある。

保管金 再保釈の保証金額が前の保釈保証金額より多い場合に必要とな
るシステムへの登録事項の登録を行っているか（H17．3．31刑

事局第二課長，経理局監査課長事務連絡参照） 。
保管金 還付事由が発生しているにもかかわらず，①システムの払渡指

示を遅延（失念） していないか。②訟廷管理官又は主任書記官
による承認はあるか。

還付事由が発生しても，裁判部からの払渡指示(①及び②)がなければ，会
計課では還付事由が発生したことを知ることができず，還付手続が執れな
1，

Vﾛ詞

誤使用等を防止するために，必要のなくなった納付指示データについては
削除することが適切である。

保管金 保管金の納付の必要がなくなった納付指示データ （例えば，保
管金が納付されないまま事件が終局した場合など）を長期間放
置していないか。

事件番号を誤ると別事件の保管金から支払われることになってしまう保管金 官報公告料や評価人に対する評価料等の支給手続をする際に，
事件番号を正確に記載しているか。他の事件と取り違えていな
いか局

保管金 保管金を予納させる場合，保管金提出書を交付している力 特に， MINTAS導入庁において郵送料を保管金として予納させる場合， 申立
手数料の納付書（民事訴訟費用等に関する規則第4条の2第1項） と誤り
やすいが， 同納付書を使用すると国の歳入（保管金ではない。 ） となって
しまうので注意する。

保管金 異動時に保管金事務処理システムのユーザーニ1－ドの変更登録
をしているか。

異動時の変更登録を失念すると，新たなユーザーコードでログインができ
ず， また，以前のユーザーコードで処理を行うとシステムに不都合が生じ
ることがある。

請求書が真正に作成されたものか疑義が生じてしまう請求書 鑑定料等の請求書について，請求年月日等請求者が記入すべき
部分を裁判所側で記入していないか。

請求書 官報公告料，新聞広告料， インターネット掲載料及び起訴状概
要翻訳料の各請求書に受付印を押印しているか。

Q21の1及び2参照

特に起訴状概要翻訳料の請求書については，支払期限が特に早いので注意
を要する （Q21の2参照） 。また，異動期等の繁忙時は請求書を事件記
録に綴って放置してしまう等の誤りが起こりやすいので注意する。

請求書 き継いでいるか

請求書 官報公告料等保管金から支払う請求書については，請求書を会
計課に引き継ぐことに加え， MINTASの払渡指示も行っている
か”

Q21の3参照

録音反訳の完成通知を遅延・失念していないか Q25参照。完成通知の期限を管理するには
利用が有効である。

録音反訳

各保存期間は，録音反訳方式利用一覧表が3年，発注書が5年である録音反訳 録音反訳方式利用一覧表と発注書を，各保存期間を意識せずに
一緒に綴っていないか。

検査・監督 官報公告掲載業務委託契約における検査職員は，請求書を受理
してから検査を行っていないか。

国の契約においては，履行確保の観点から相手方が先に履行し，かつその
履行内容が契約で求める水準に達していることが確認される（＝検査合
格）まで相手方は代金を請求できない。 よって，①官報掲載，②検査（①
から10日以内) ,③請求書受領，④支払（③から30日以内）の順に行
う必要がある （Q24及び別紙8参照） 。

上記のとおり 「検査」は代金支払の要件となる重要なものであることか
ら，検査職員は契約書の写しを手元に保管し， その内容を正しく理解し
検査を行う必要がある。

検査・監督 検査職員による検査が形骸化していないか

検査・監督

｜嫌職乎暇や出張の
日に検査したとする検査調書を作成し 他の職員の補助を受けて検査した場合，同職員から検査職員が報告を受け

た日が検査日になる （あくまでも「補助」であり，検査職員以外の職員に
検査を丸投げするのは相当でない。 ） 。

に，民事保管物 ｢保管物主任官印」受領年月日」 と 「保管物主任官印」の各欄は，保管
付した際に保管物主任官によって記入・押印するこ
れた民事保管物は，事務の取扱い上やむを得ないと
保管物主任官において保管することに注意する。

保管民事保管物を事件記録とともに保管しているのに，民事保管物
受払簿の「受領年月日」 ， 「保管物主任官印」の欄に記入・押
印していないか。

民事保管物

物を保管物主任官に送付した際に保管物主任官によって記入
とになる。なお，受入れた民事保管物は，事務の取扱い上や
きに該当しない限り，保管物主任官において保管することに

やむを得ず返還予定日を経過する場合は，速やかにその旨及び新たな返還
予定日を押収物主任官に通知し，押収物主任官はそれを保管物主任官に通
知する。

押収物 仮出中の押収物について返還予定Rを経過していないか

民事保管物・押収
物

製本されていない文書については， 「冊数」ではなく 「枚数
（丁数） 」で特定しているか。

民事保管物・押収
物

数量が1点である場合についても，数量の表示を行っている
、

祠ﾕ

数量の単位により形状も異なることから，たとえ数量が1点であっても漏
らすことのないように留意する必要がある。

(刑事訴訟規則98民事保管物・押収

物
押収番号等を記載した符号票の札を押収物に直接貼付していな
1,、ナ1コ

押収物に札の貼付跡が残り汚損の原因となりかねない

条及び押収物等取扱規程4条参照） 。

調停委員等の登庁簿（出勤簿）は正確に記入しているか，押印
漏れはないか。

委員手当等 調停委員等の旅費は，
(出勤簿)を端緒に支給

任書記官等の押印があ

登庁を確認した担当書記官が押印した登庁簿
る°書記官の押印が漏れていたり，休暇中の主
，支給の適正に疑義が生じてしまう。

その

され

ると

補導委託費は，補導委託によって生じた費用の全部又は一部を支給するも
のであり，最高裁において支給基準が作成されている （平成29年3月1
5日付け家庭局第一課長事務連絡「補導委託費支給基準について」参
照） 。また，補導委託先の所在地によっては，寒冷地加算や冬季加算が行
う必要がある。おって，補導委託先は民間のボランティアであって，会計
部門で行う契約手続により決定するものではない。

少年補導委託 補導委託先に支給する補導委託費は，支給基準に基づいている
か園

物品亡失・損傷 これらの備品を紛失・破損した場合， それを原状回復するには新たに調達
したり修理費用がかかる等国の財産に損失を与えることになり，場合に
よっては，職員に求償を求めることがある。なお，備品に関しては，設置

場所も含めて会計課で管理しているので，一時的に移動させたような場合
は，紛失を防止するためにも必ず所定の場所に戻していただきたい。

パソコン，デジタル録音機等の備品を適正に管理・使用してい
るか。

において適切に管

を作成し，随時点

自動契印機 自動契印機の鍵の管理は適切に行われているか。鍵のない契印

機について，勤務時間外に管理責任者以外のものが使用できな
い措置を講じているか。

自動契印機の保管責任者は，鍵の管理も含め自身の責任において適切に
理を行う必要がある。

SDカード 適正に管理するため，管理簿を作成しているか。 カードの紛失防止及び確実な引継ぎを行うため，管理簿
検する必要がある。

ICカード等 出張時に貸与されたICカードの紛失を防ぐための対策(ひも

で鞄につなぐ等)を行っているか。また， 当カードを誤って私
用に供することがないように，適切に管理(私物のICカード
と分けて保管する等)しているか。

ほかに郵便切手， タクシーチケット等の金券類も国の財産として適正な管
理が求められる。


